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本計画段階環境配慮書は、「環境影響評価法」（平成９年法律第81号）第３条の３の規定により、

作成したものである。 

 

【まえがき】  

本事業は計画段階のものであり、国によって当該海域が「海洋再生可能エネルギー発電設

備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」（平成 30 年法律第 89 号）に基づく「促進区

域」に指定され、公募により当社が選定事業者に選定された場合にのみ実現する事業となり

ます。 

 

1. 現時点において、本事業で検討を行っている阿久根市、薩摩川内市及びいちき串木野市の

地先にある一般海域は、国による促進区域及び有望な区域等には指定されておりません。

促進区域は、今後、漁業、航路等への支障や自然的条件等を踏まえ国により指定されま

す。（当該海域が促進区域に指定されると決まっているものではありません） 

 

2. 本事業は事業者が独自に調査検討を行っているものであり、今後当該海域が促進区域に指

定されることを想定し、環境影響評価の手続きのうち配慮書手続きを行うものです。 

 

3. 配慮書の手続きは、事業の計画段階において行う手続きであり、対象事業実施区域や事業

規模は確定しているものではありません。今後、環境影響評価の手続きや各種技術検討、

利害関係者との意見交換等を行いながら、風力発電機設置予定範囲等を調整、検討しま

す。 

 

 

 
図 環境影響評価法に基づく手続きの流れ 

 

 

 

 

本書に掲載した地図は、国土地理院発行の電子地形図（タイル）を元に、日本風力エネルギー株式会

社が加工して作成したものである。 
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